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秘 密

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

所属企業により資料や手続きが異なりますので、まずは以下をご確認ください

お持ちの健康保険証の記号は「５」ではない
（＝グループ企業）

この資料は確認不要です。
資料「保険証記号「5」JSR用」

をご覧ください。

本資料をお読み頂き、
必要な手続きを行ってください

YES（記号５ではない） NO（記号５）

記号
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ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

健康保険証からマイナ保険証へ移行に伴い、2024年12月以降、健康保険証の扱いが大きく変わります。

ご自身およびご家族でお手続きが必要ですので、必ずご確認ください。

・ 2024年12月から健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードの保険証利用（マイナ保険証）が基本となります。
・ 2025年12月以降は、健康保険証は完全に使えなくなります。
・ マイナ保険証が使えない等のトラブル回避のため、12月を待たずとも早めにマイナ保険証をご利用ください。
・ マイナ保険証を利用できない場合は、代わりの書類（資格確認書、資格情報のお知らせ）をご利用いただきます。
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秘 密

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

No. 利用方法 取得方法 備 考 参照ページ

1 マイナ保険証
ご自身でマイナンバーカードを取得の上、
マイナ保険証の利用登録を行ってください。 ・利用登録済の方は現在から利用可能です。 P4～9

2 資格確認書 ・マイナ保険証をお持ちでない方に発行します。
・申請方法など詳細は2024/11月にご案内
いたします。

マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関
を受診するときにご利用いただきます P10

3 資格情報のお知らせ ＋ マイナンバーカード
・資格情報のお知らせは会社にマイナンバーを
提供済の方にお送りします。
・資格情報はマイナポータルからスマホにダウン
ロードして利用することも可能です。

＜こんな時に利用します＞
・カードリーダーがない医療機関を受診するとき
・停電や、ICチップ破損など不具合でマイナ保
保険証が使えないとき

P11

4 健康保険証
現在お持ちの保険証をご利用下さい。 ・2024/12以降は一切発行できません。

・2025/12/2以降は利用できません。 P12

紙

紙

（１）健康保険の利用方法

現在から
利用可能

・ 医療機関の受診は1（マイナ保険証の利用）が基本となります。早めにマイナ保険証での受診を開始してください。
・ １で受診ができない場合は２～４で受診してください。
・ ４（現行の健康保険証）は2025/12/2以降は利用できません。

2025/12
発行

2024/9
発行

2025/12/1
利用終了！



①まずはマイナンバーカードを取得してください。
（取得方法）申請・受取方法／申請状況確認 – マイナン

バーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

②その後マイナ保険証の登録を行ってください。
→P5～11の手続きを行って下さい
（P10は該当する場合のみ）

マイナ保険証の登録を行ってください
⇒P5～11の手続きを行って下さい
（P10は該当する場合のみ）

マイナンバーカードを取得している

必要な手続きは完了しています。万が
一マイナ保険証が使えないなどトラブル
回避のために早めにご利用ください。
⇒Ｐ11の手続きを行って下さい。
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ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

YES NO

YES NO

YES NO

マイナ保険証で医療機関を受診した事がある

マイナ保険証の登録が完了している

ステージごとに手続きが異なりますので、フローチャートの該当する手続きを行ってください。
START

（２）マイナ保険証の利用登録

必要な手続きは完了しています。
引続きマイナ保険証でご受診下さい
⇒Ｐ11の手続きを行って下さい。

必要な手続き

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
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・ マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
以下いずれかの方法で事前登録を行いマイナ保険証を利用して下さい（各手続きの詳細はP6～9参照）

・ 登録後は、万が一マイナ保険証が使えない等のトラブル回避ためにマイナ保険証をご利用ください。

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

必要な手続き

（２）マイナ保険証の利用登録
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【パターン１】 スマホの「マイナポータル」から登録

厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

＊対応機種でない場合は、パターン２～４の方法でご登録ください。

（２）マイナ保険証の利用登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html


【パターン２】 医療機関窓口のカードリーダーから登録
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厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

（２）マイナ保険証の利用登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html


【パターン３】 セブン銀行ATMから登録
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厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

（２）マイナ保険証の利用登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html


【パターン４】 市区町村の窓口で登録
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厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

窓口の案内に従ってください。

（２）マイナ保険証の利用登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html


（３）資格確認書
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ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

・ マイナ保険証で医療機関が受診できないなど、以下の交付対象者に該当する場合は「資格確認書」を発行いたします。
・ 申請方法など詳細は11月にご案内いたします。
※マイナ保険証が利用できる方には発行できません。

※該当者のみ。

＜交付対象者＞ ＜イメージ（A4用紙）＞

必要な手続き
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ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

（４）資格情報のお知らせ

・ 2024/9月に「資格情報のお知らせ」をお送りします。

＜発行の目的＞ ・マイナンバーの紐づけに誤りがないかのご確認
・扶養家族のご確認

①マイナンバーの下４桁に誤りがないかをご確認ください。
②扶養家族に誤りがないかをご確認いただき、誤りがある場合は健保組合へご連絡ください。
※会社にマイナンバーを提供していない方や、会社から健保組合にマイナンバーが届いていない方には発行していません。

③捨てずに大切に保管してください。

必要な手続き

＜利用する時＞ ・カードリーダーがない医療機関を受診するとき
・停電や、ICチップ破損など不具合でマイナ保険証が使えないとき
・健保組合への申請時に、保険証の記号・番号を確認するとき

＜記載内容＞ ・健康保険の資格情報（記号・番号、資格取得年月日、保険者名など）
・マイナンバー（下４桁）

※配布ルートはP13をご参照ください。
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ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

（まとめ）全体スケジュール

年
末
年
始

12/28
：

1/5

マ
イ
ナ
保
険
証

健
康
保
険
証

関
係
書
類
・
他

12/2

利用登録・利用開始（P5～9）

新規発行終了 利用終了
12/1

2024/9 10月 11月 12月 2025年

資格情報の
お知らせ配布
（P11）

資格確認書
手続きご案内
（P10）

資格確認書配布
（P10）



13

秘 密

ＪＳＲ健康保険組合

健康保険証の切替えについて（保険証記号５以外・グループ企業用）

2024年９月

（参考）資格情報のお知らせの配布ルート

事業所人事
国
内

海
外

育
休
･
病
欠
等

健保組合 JBSC
（T9781）

被保険者
（社員）

被扶養者
（家族）

海外勤務者
育休／病欠など

※事業所人事から被保険者（社員）への具体的な配布方法は、事業所人事が別途アナウンスします。

被扶養者
（家族）
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